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重大事故は、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第一条の三において、

設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であって、次に

掲げるものとされている。 

一 セル内において発生する臨界事故

二 使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性

廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固 

三 放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発 (前

号に掲げるものを除く。) 

五 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷 

六 放射性物質の漏えい (前各号に掲げる事故に係るものを除く。) 

  このうち、「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）第三十八条では、以下の要求が

されている。 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第三十八条 再処理施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃

料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他
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の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合に

おいて使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和

し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えい」とは、本規

程第２８条に示す想定事故２において想定する貯蔵槽からの水の漏え

いのことである。第２項に規定する「使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えい」とは、想定事故２において想定する貯蔵槽からの水の漏えい

を超える漏えいをいう。 

２ 第１項の設備とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有

する措置を講じた設備等をいう。 

一 代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ車

等）を配備すること。代替注水設備は、設計基準対応の冷却、注水

設備が機能喪失し及び小規模な漏えいがあった場合でも、貯蔵槽の

水位を維持できるものであること。 

３ 第２項の設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を講じた設備等をいう。 

一 スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプ

レイライン、ポンプ車等）を配備すること。

二 スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が

維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

三 燃料損傷時に、放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出によ

る影響を緩和するための設備等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下に

掲げるものをいう。 
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 一 使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び貯蔵槽上部の空間線量率につい

て、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可

能であること。 

 二 使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

５ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施設

の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 再処理施設において，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において，使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を

冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な次に掲げる設備

を設ける設計とする。 

 また，再処理施設において，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいそ

の他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい

て，使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性

物質又は放射線の敷地外への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防

止するために必要な次に掲げる設備を設ける設計とする。 

 

 第１項について 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入れ施設の使

用済燃料受入れ設備の燃料仮置きピット並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料

貯蔵プール及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール等」という。）

の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模
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な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮

蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する設計とする。 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プ

ール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を

冷却し，及び放射線を遮蔽するために必要な重大事故等対処設備として，

代替注水設備を設ける設計とする。燃料貯蔵プール等からの水の漏えい

を抑制するために必要な重大事故等対処設備として，漏えい抑制設備を

設ける設計とする。燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防止する

ために必要な重大事故等対処設備として，臨界防止設備を設ける設計と

する。 

第２項について 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内

の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質又は放射線の大

気中への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内

の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線

の大気中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備として，スプレイ設備を設ける設計とする。燃料貯蔵プール
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等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備

として，臨界防止設備を設ける設計とする。 

 

 第１項及び第２項について 

  燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

  また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する設計とする。 

  燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し，

燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処設備とし

て，監視設備を設ける設計とする。 

  

12



1. 概要 

1.1 燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，

放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

  また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等

内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質又は放射線の大

気中への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

  燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備は，「燃料貯蔵プール等の冷却

機能若しくは注水機能の喪失時又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生

時に使用する設備」及び「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生

時に使用する設備」で構成する。 
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1.1.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失時，又は燃料貯

蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用する設備 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済

燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備のプール水冷却系（以下「プール

水冷却系」という。）若しくはその他再処理設備の附属施設の冷却水設備

の安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下「安全

冷却水系」という。）の冷却機能が喪失し，又は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の補給水設備

（以下「補給水設備」という。）の注水機能が喪失し，燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい

その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，「代

替注水設備」，「漏えい抑制設備」，「臨界防止設備」及び「監視設備」

を用いて，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止できる設計とする。 
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1.1.1.1 代替注水設備 

  プール水冷却系若しくは安全冷却水系の冷却機能が喪失し，又は補給水

設備の注水機能が喪失し，燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料を冷却し，及び放射線を遮蔽するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

  代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可搬

型建屋内ホースで構成する。 

  第１貯水槽（第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備）

並びに第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽（以下「軽油貯槽」という。）（第42

条 電源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。 

  可搬型中型移送ポンプ運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固

の発生の防止のための設備），ホース展張車（第35条 冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固の発生の防止のための設備），運搬車（第35条 冷却機能の

喪失による蒸発乾固の発生の防止のための設備），軽油用タンクローリ（第

42条 電源設備）及び可搬型代替注水設備流量計（第43条 計装設備）を

可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ注水し

水位を維持することにより，使用済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽でき

る設計とする。 

 (１) 代替注水設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 
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 ・可搬型中型移送ポンプ 

 ・可搬型建屋外ホース 

 ・可搬型建屋内ホース 

 (２) 代替安全冷却水系 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型中型移送ポンプ運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固

の発生の防止のための設備） 

 ・ホース展張車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止の

ための設備） 

 ・運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 (３) 水供給設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・第１貯水槽（第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備） 

 (４) 補機駆動用燃料補給設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・第１軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 ・第２軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 

 (５) 計装設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型代替注水設備流量計（第43条 計装設備） 
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1.1.1.2 漏えい抑制設備 

  燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等からの水の

漏えいを抑制するために必要な常設重大事故等対処設備を新たに設置する。 

  漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカで構成する。 

  また，設計基準対象の施設と兼用する溢水防護設備の止水板及び蓋を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。 

  漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管の破断

によるサイフォン効果が発生した場合において，サイフォン効果を停止す

ることにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる

設計とする。 

 (１) 漏えい抑制設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・サイフォンブレーカ 

 ・止水板及び蓋（設計基準対象の施設と兼用） 
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1.1.1.3 臨界防止設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防

止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

  設計基準対象の施設と兼用する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック並び

に燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き架台

（実入り用）を臨界防止設備の常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

  臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内におけ

る使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 (１) 臨界防止設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼用） 
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1.1.1.4 監視設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水位、水温及び燃料貯蔵

プール等上部の空間線量率について，重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

  また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 

  監視設備は，計装設備(第43条 計装設備）の一部である可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャ

ー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミス

タ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プ

ール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイ

メータ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空

冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空

冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車，代替安全冷却

水系（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための設

備）の一部である運搬車，代替電源設備（第42条 電源設備）の一部であ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所内電気設備

（第42条 電源設備）の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型電源ケーブル並びに補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設

備）の一部である軽油貯槽及び軽油用タンクローリで構成する。 
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  軽油貯槽（第42条 電源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに

設置する。 

  可搬型燃料貯蔵プール等水位計(超音波式) (第43条 計装設備)，可搬

型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー) (第43条 計装設備），可搬型燃料

貯蔵プール等水位計(電波式) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計(エアパージ式) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プール

等温度計(サーミスタ) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プール等温

度計(測温抵抗体) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ(第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(サー

ベイメータ)（第43条 計装設備），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

(線量率計) (第43条 計装設備)，可搬型空冷ユニットＡ(第43条 計装設

備)，可搬型空冷ユニットＢ(第43条 計装設備)，可搬型空冷ユニットＣ

(第43条 計装設備)，可搬型空冷ユニットＤ(第43条 計装設備)，可搬型

空冷ユニットＥ(第43条 計装設備)，可搬型計測ユニット(第43条 計装設

備)，可搬型監視ユニット(第43条 計装設備)，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機(第43条 計装設備)，けん引車 (第43条 計装設備)，運搬車（第

35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための設備），使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機(第42条 電源設備），使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル (第42条 電源設

備)及び軽油用タンクローリ（第42条 電源設備）を可搬型重大事故等対処

設備として新たに配備する。 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等

水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型

燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬
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型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵

プール等空間線量率計（線量率計）は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は

注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯

蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率につい

て，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計

とするとともに，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，

燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。 

監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷

ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬型計

測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空気を供給す

ることにより，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護できる設計とする。 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温

抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニ

ットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニ

ットＥ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視ユニットは，代替電源設備か

ら受電できる設計とする。 

 (１) 計装設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(超音波式) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー) (第43条 計装設備） 
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 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(電波式) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計(サーミスタ) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計(測温抵抗体) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケース含む）(第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(サーベイメータ)（第43条 計装

設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)（可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計用冷却ケース含む）(第43条 計装設備) 

 ・可搬型計測ユニット(第43条 計装設備) 

 ・可搬型監視ユニット(第43条 計装設備) 

 ・可搬型計測ユニット用空気圧縮機(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＡ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＢ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＣ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＤ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＥ(第43条 計装設備) 

 ・けん引車 (第43条 計装設備) 

 (２) 代替安全冷却水系 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 (３) 代替電源設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 
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 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機(第42条 電源設備） 

 (４) 代替所内電気設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル (第42条 

電源設備) 

 (５) 補機駆動用燃料補給設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・第１軽油貯槽(第42条 電源設備) 

・第２軽油貯槽(第42条 電源設備) 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 
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1.1.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用する設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合は，「スプレイ設備」，「臨界防止

設備」及び「監視設備」を用いて，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和

し，放射性物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和し，

及び臨界を防止できる設計とする。 

  

24



1.1.2.1 スプレイ設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線の大気

中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

  スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダで構成

する。 

  第１貯水槽（第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備）

及び軽油貯槽（第42条 電源設備）を常設重大事故等対処設備として新た

に設置する。 

ホース展張車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止の

ための設備），運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の

防止のための設備），大型移送ポンプ車（第40条 工場等外への放射性物

質等の放出を抑制するための設備），可搬型建屋外ホース（第40条 工場

等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備），軽油用タンクロー

リ（第42条 電源設備）及び可搬型スプレイ設備流量計（第43条 計装設

備）を新たに配備する。 

  スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯

蔵プール等へ水をスプレイすることにより，燃料貯蔵プール等内の使用済

燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線の大気中へ

の著しい放出による影響を緩和できる設計とする。 

 (１) スプレイ設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 
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 ・可搬型建屋内ホース 

 ・可搬型スプレイヘッダ 

 (２) 注水設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・大型移送ポンプ車（第40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備） 

 ・可搬型建屋外ホース（第40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制

するための設備） 

 (３) 代替安全冷却水系 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・ホース展張車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止の

ための設備） 

 ・運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 (４) 水供給設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・第１貯水槽（第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備） 

 (５) 補機駆動用燃料補給設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・第１軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 ・第２軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 

 (６) 計装設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 
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 (ａ) 可搬型スプレイ設備流量計（第43条 計装設備） 
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1.1.2.2 臨界防止設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

  設計基準対象の施設と兼用する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック並び

に燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き架台

（実入り用）を臨界防止設備の常設重大事故等対処設備として位置付け

る。 

  臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内に

おける使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 

 (１) 臨界防止設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼用） 
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1.1.2.3 監視設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水

位、水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，重大事故等に

より変動する可能性のある範囲にわたり測定するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

  また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 

  監視設備は，計装設備(第43条 計装設備）の一部である可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャ

ー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵

プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率

計（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型

空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型

計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及

びけん引車，代替安全冷却水系（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固

の発生の防止のための設備）の一部である運搬車，代替電源設備（第42条 

電源設備）の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機，代替所内電気設備（第42条 電源設備）の一部である使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル並びに補機駆動用燃料補給設

備（第42条 電源設備）の一部である軽油貯槽及び軽油用タンクローリで

構成する。 

  軽油貯槽（第42条 電源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに
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設置する。 

  可搬型燃料貯蔵プール等水位計(超音波式) (第43条 計装設備)，可搬

型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー) (第43条 計装設備），可搬型燃料

貯蔵プール等水位計(エアパージ式) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯

蔵プール等温度計(サーミスタ) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プ

ール等温度計(測温抵抗体) (第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プール

等状態監視カメラ(第43条 計装設備)，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量

率計(サーベイメータ)（第43条 計装設備），可搬型燃料貯蔵プール等空

間線量率計(線量率計) (第43条 計装設備)，可搬型空冷ユニットＡ(第43

条 計装設備)，可搬型空冷ユニットＢ(第43条 計装設備)，可搬型空冷ユ

ニットＣ(第43条 計装設備)，可搬型空冷ユニットＤ(第43条 計装設

備)，可搬型空冷ユニットＥ(第43条 計装設備) ，可搬型計測ユニット(第

43条 計装設備)，可搬型監視ユニット(第43条 計装設備)，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機(第43条 計装設備)，けん引車 (第43条 計装設

備)，運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のため

の設備），使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機(第42条 電

源設備），使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル(第

42条 電源設備) 及び軽油用タンクローリ（第42条 電源設備）を可搬型

重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯

蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパ

ージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯

蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（サーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計）は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃
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料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等

の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できる設計とするととも

に，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プー

ル等の状態を監視できる設計とする。 

監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷

ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬型計

測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空気を供給す

ることにより，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護できる設計とする。 

  監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃

料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視

カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷

ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷

ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視

ユニットは，代替電源設備から受電できる設計とする。 

 

 (１) 計装設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(超音波式) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー) (第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計(サーミスタ) (第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計(測温抵抗体) (第43条 計装設備) 
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 ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケース含む）(第43条 計装設備) 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(サーベイメータ)（第43条 計装

設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)（可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計用冷却ケース含む）(第43条 計装設備) 

 ・可搬型計測ユニット(第43条 計装設備) 

 ・可搬型監視ユニット(第43条 計装設備) 

 ・可搬型計測ユニット用空気圧縮機(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＡ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＢ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＣ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＤ(第43条 計装設備) 

 ・可搬型空冷ユニットＥ(第43条 計装設備) 

 ・けん引車 (第43条 計装設備) 

 

 (２) 代替安全冷却水系 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 

 (３) 代替電源設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機(第42条 電源設備） 
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(４) 代替所内電気設備 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル(第42条 電

源設備) 

 

 (５) 補機駆動用燃料補給設備 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

 ・第１軽油貯槽(第42条 電源設備) 

 ・第２軽油貯槽(第42条 電源設備) 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 
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1.2 燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備の主な設計方針  

 

1.2.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能喪失時，

又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用する

設備  

 

1.2.1.1 代替注水設備  

代替注水設備は，補給水設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である補給

水設備のポンプとは異なる駆動方式である空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とすることで，補給水設備に

対して多様性を有する設計とする。  

代替注水設備は，補給水設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。  

代替注水設備は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措

置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール

等へ注水するために必要な注水流量を有する設計とすると
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ともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップを２台の合計

３台以上を確保する。  

代替注水設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却

機能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪

失に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。  

代替注水設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とするこ

とで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とする。  

屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，

風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて

保管する設計とする。  

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替注水

設備は，「第 33条  重大事故等対処設備」の「３．地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。  

代替注水設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保

管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計とする。  

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な設計と
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する。  

代替注水設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続ができるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方式を用いる設計と

する。  

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，再処理施設の運

転中又は停止中に外観確認，性能確認及び分解点検が可能な

設計とする。  

 

1.2.1.2 漏えい抑制設備  

重大事故等における条件に対して漏えい抑制設備は，想

定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重に対する健全性を確保する設計とす

る。  

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他の設備から

独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。  

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。  

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却

系の配管が破断した際に発生を想定するサイフォン効果を

停止するために必要な孔径を有する設計とする。  

36



漏えい抑制設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とす

ることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環

境湿度を考慮しても機能を損なわない設計とする。  

地震を要因として発生した場合に対処に用いる漏えい抑

制設備は，「第 33 条  重大事故等対処設備」の「３．地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設計とする。  

漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。  

漏えい抑制設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観点検が可能な設計とする。  

 

1.2.1.3 臨界防止設備  

重大事故等における条件に対して臨界防止設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に対する健全性を確保する設計とする。  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場

合と同様に重大事故等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場

合と同様に，臨界を防止するために必要な燃料間距離を有す

る設計とする。  

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とするこ

とで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度
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を考慮しても機能を損なわない設計とする。  

地震を要因として発生した場合に対処に用いる臨界防止

設備は，「第 33 条  重大事故等対処設備」の「３．地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。  

臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。  

臨界防止設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検が可能な設計とする。  

 

1.2.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用

する設備  

 

1.2.2.1 スプレイ設備  

スプレイ設備は，補給水設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。  

スプレイ設備は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措

置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃料貯蔵プール

等へ水をスプレイするために，注水設備の大型移送ポンプ車

からの送水により必要なスプレイ流量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として 12基，予備として故障時

のバックアップを 12基の合計 24基以上を確保する。  

スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却

機能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪

失に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。  

スプレイ設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とするこ

とで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とする。  

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水の影響に対

してアルミニウム合金を使用する設計とする。  

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，

風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛

等の措置を講じて保管する設計とする。  

地震を要因として発生した場合に対処に用いるスプレイ

設備は，「第 33条  重大事故等対処設備」の「３．地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。  

スプレイ設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保

管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す
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ることにより，機能を損なわない設計とする。  

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

当該設備の設置後は，線量率の高くなるおそれの少ない屋外

で操作可能な注水設備の大型移送ポンプ車の操作により水

のスプレイが可能な設計とする。  

スプレイ設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続ができるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方式を用いる設計と

する。  

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検が可能な設計とする。  

 

1.2.2.2 臨界防止設備  

重大事故等における条件に対して臨界防止設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に対する健全性を確保する設計とする。  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場

合と同様に重大事故等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とするこ

とで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とする。  

地震を要因として発生した場合に対処に用いる臨界防止

設備は，「第 33 条  重大事故等対処設備」の「３．地震を要
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因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。  

臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。  

臨界防止設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検が可能な設計とする。  
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2. 設計方針 

2.1 燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，

放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

  また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等

内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質又は放射線の大

気中への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

  燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備は，「燃料貯蔵プール等の冷却

機能若しくは注水機能の喪失時又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生

時に使用する設備」及び「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生

時に使用する設備」で構成する。 
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2.1.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失時，又は燃料

貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用する設備 

  プール水冷却系若しくは安全冷却水系の冷却機能又は補給水設備の注水

機能が喪失し，燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プ

ール等からの小規模な水の漏えいが発生し，燃料貯蔵プール等の水位が低

下した場合において，「代替注水設備」，「漏えい抑制設備」，「臨界防

止設備」及び「監視設備」を用いて，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を

冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止できる設計とする。 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プー

ル等の小規模漏えい発生時に使用する設備は以下の 2.1.1.1から 2.1.1.4

で構成する。 
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2.1.1.1 代替注水設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ注水するため，代替注水

設備，代替安全冷却水系，水供給設備，補機駆動用燃料補給設備及び計装

設備を設置及び保管する。 

  代替注水設備は，以下の 2.1.1.1.1から 2.1.1.1.5で構成する。 
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2.1.1.1.1 代替注水設備 

  プール水冷却系若しくは安全冷却水系の冷却機能の喪失又は注水機能が

喪失し，燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プー

ル等へ注水して水位を回復，維持することで燃料貯蔵プール等内の使用済

燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽するため，可搬型中型移送ポンプ，可搬

型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを可搬型重大事故等対処設備とし

て新たに配備する。 

  また，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいが発生し，燃料貯蔵

プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ水を注水し

て水位を回復，維持することで燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却

し，及び放射線を遮蔽するため，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型建屋内ホースを可搬型重大事故等対処設備として新たに配

備する。 

  代替注水設備の系統概要図を第 38．１図に示す。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型中型移送ポンプ 

 ・可搬型建屋外ホース 

 ・可搬型建屋内ホース 

 

2.1.1.1.2 代替安全冷却水系 

燃料貯蔵プール等への注水において，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建

屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び可搬型代替注水設備流量計を外部保

管エリアから第１貯水槽及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋まで運搬するた

め，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大
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事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型中型移送ポンプ運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固

の発生の防止のための設備） 

 ・ホース展張車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止の

ための設備） 

 ・運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 

2.1.1.1.3 水供給設備 

  燃料貯蔵プール等への注水において，水源として使用するため，第 1貯

水槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

 ・第１貯水槽（第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備） 

 

2.1.1.1.4 補機駆動用燃料補給設備 

  代替注水設備の可搬型中型移送ポンプで使用する軽油を補給するため，

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置するとともに，軽油

用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

(１) 常設重大事故等対処設備 

・第１軽油貯槽（第 42条 電源設備） 

・第２軽油貯槽（第42条 電源設備） 
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 (２) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 

 

2.1.1.1.5 計装設備 

  代替注水設備による燃料貯蔵プール等への注水流量を計測するため，可

搬型代替注水設備流量計を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備す

る。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型代替注水設備流量計（第43条 計装設備） 
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2.1.1.2 漏えい抑制設備 

  燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等からの水

の漏えいを抑制するため，漏えい抑制設備を設置する。 

  プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果が発生した場合にお

いて，サイフォン効果を停止することにより，燃料貯蔵プール等からの小

規模な水の漏えいを抑制するため，サイフォンブレーカを常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。 

  また，地震が発生した場合において，スロッシングによる水の漏えいを

抑制するため，止水板及び蓋を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

 ・サイフォンブレーカ 

 ・止水板及び蓋（設計基準対象の施設と兼用） 
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2.1.1.3 臨界防止設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等において臨界を防止するた

め，臨界防止設備を常設重大事故等対処設備として設置する。 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の

水位が低下した場合は，燃料貯蔵プール等において臨界を防止するた

め，燃料仮置きラック，燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮

置き架台（実入り用）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

 ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼用） 

 

2.1.1.4 監視設備 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵

プール等上部の空間線量率について，重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定するため，計装設備，代 替安全冷却水系，代替電源

設備，代替所内電気設備及び補機駆動用燃料補給設備を設置及び保管する。 

  監視設備は以下の 2.1.1.4.1から 2.1.1.4.5で構成する。 
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2.1.1.4.1 計装設備 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合で，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び空間線量率につ

いて，重大事故等により変動する可能性のある範囲において計測し，ま

た，燃料貯蔵プール等の状態を監視するため，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計(超音波式)，可搬型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー)，可搬型燃料

貯蔵プール等水位計(電波式)，可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ

式)，可搬型燃料貯蔵プール等温度計(サーミスタ)，可搬型燃料貯蔵プール

等温度計(測温抵抗体)，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計(サーベイメータ)，可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計(線量率計)，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を可搬型重大事故等対処設

備として新たに配備する。 

  また，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の温度及び湿度が上昇した場合においても，冷却空気を供給し可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)及び可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラを保護することで燃料貯蔵プール等の空間線量率の計測及び燃

料貯蔵プール等の状態監視を継続するため，可搬型空冷ユニットＡ，可搬

型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬

型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機，及びけん引車を可搬型重大事故等対処設備とし

て新たに配備する。 

  主要な設備は以下のとおりである。 
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 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(超音波式)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(電波式)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計(サーミスタ)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケースを含む）（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(サーベイメータ)（第43条 計装

設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)（可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計用冷却ケースを含む）（第43条 計装設備） 

 ・可搬型計測ユニット（第43条 計装設備） 

 ・可搬型監視ユニット（第43条 計装設備） 

 ・可搬型計測ユニット用空気圧縮機（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＡ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＢ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＣ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＤ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＥ（第43条 計装設備） 

 ・けん引車 (第43条 計装設備) 

 

2.1.1.4.2 代替安全冷却水系 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計(電波式)，可搬型燃料貯蔵プ
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ール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計(線量率計)を外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋まで運搬するため，運搬車を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・運搬車（第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 

2.1.1.4.3 代替電源設備 

  監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計(電波式)，可搬型燃料貯蔵プ

ール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等

空間線量率計(線量率計)，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可

搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可

搬型空冷ユニットＤ及び可搬型空冷ユニットＥの稼働に必要な電力を供給

するため，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機（第42条 電源設

備） 

 

2.1.1.4.4 代替所内電気設備 
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  監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計(電波式)，可搬型燃料貯蔵プ

ール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等

空間線量率計(線量率計)，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可

搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可

搬型空冷ユニットＤ及び可搬型空冷ユニットＥの稼働に必要な電力を使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給するため，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事故等

対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル（第42条 電

源設備） 

 

2.1.1.4.5 補機駆動用燃料補給設備 

  監視設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車に必要な軽油を補給するため，軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置するとともに，軽油用

タンクローリを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

・第１軽油貯槽（第42条 電源設備） 

・第２軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 (２) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備）  
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2.1.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用する設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合は，「スプレイ設備」，「臨界防止

設備」及び「監視設備」により，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，

放射性物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和し，及び

臨界を防止できる設計とする。 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用する設備は以下

の 2.1.2.1から 2.1.2.3で構成する。 
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2.1.2.1 スプレイ設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線の大気中

への著しい放出による影響を緩和するため，スプレイ設備，注水設備，代

替安全冷却水系，水供給設備，補機駆動用燃料補給設備及び計装設備を設

置及び保管する。 

  スプレイ設備は，以下の2.1.2.1.1から2.1.2.1.6で構成する。 

 

2.1.2.1.1 スプレイ設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等へ水を

スプレイすることで燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行

を緩和し及び放射性物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を

緩和するため，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダを可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。 

スプレイ設備の系統概要図を第 38．２図に示す。 

   主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型建屋内ホース 

 ・可搬型スプレイヘッダ 

 

2.1.2.1.2 注水設備 
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  燃料貯蔵プール等への水のスプレイにおいて，第１貯水槽から使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋まで水を供給するため，大型移送ポンプ車及び可搬型

建屋外ホースを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・大型移送ポンプ車（第 40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備） 

 ・可搬型建屋外ホース（第 40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制

するための設備） 

 

2.1.2.1.3 代替安全冷却水系 

  燃料貯蔵プール等への水のスプレイにおいて，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース，可搬型スプレイヘッダ及び可搬型スプレイ設備流量計

を外部保管エリアから第 1貯水槽及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋まで運

搬するため，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備として

新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・ホース展張車（第 35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止の

ための設備） 

 ・運搬車（第 35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のための

設備） 

 

2.1.2.1.4 水供給設備 
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  燃料貯蔵プール等への水のスプレイにおいて，水源として使用するた

め，第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

 ・第１貯水槽（第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備） 

 

2.1.2.1.5 補機駆動用燃料補給設備 

  スプレイ設備の大型移送ポンプ車で使用する軽油を補給するため，軽油

貯槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置するとともに，軽油用タ

ンクローリを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

(１) 常設重大事故等対処設備 

・第１軽油貯槽（第 42条 電源設備） 

・第２軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 (２) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 

 

2.1.2.1.6 計装設備 

  スプレイ設備による燃料貯蔵プール等へのスプレイ流量を計測するた

め，可搬型スプレイ設備流量計を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ａ．可搬型スプレイ設備流量計（第 43条 計装設備） 
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2.1.2.2 臨界防止設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合，燃料貯蔵プール等において臨界を

防止するため，臨界防止設備を常設重大事故等対処設備として設置する。 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合は，燃料貯蔵プール等において臨

界を防止するため，燃料仮置きラック，燃料貯蔵ラック，バスケット及

びバスケット仮置き架台（実入り用）を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

 ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼用） 

 

2.1.2.3 監視設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合は，燃料貯蔵プール等の状態を監視

するため，計装設備，代替安全冷却水系，代替電源設備，代替所内電気設

備及び補機駆動用燃料補給設備を設置及び保管する。 

  監視設備は，以下の 2.1.2.3.1から 2.1.2.3.5で構成する。 

 

2.1.2.3.1 計装設備 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

58



プール等の水位が異常に低下した場合は，燃料貯蔵プール等の水位，水温

及び空間線量率について，重大事故等により変動する可能性のある範囲に

おいて計測し，また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するため，可搬型燃

料貯蔵プール等水位計(超音波式)，可搬型燃料貯蔵プール等水位計(メジャ

ー)，可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料貯蔵プー

ル等温度計(サーミスタ)，可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等

空間線量率計(サーベイメータ)，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線

量率計)，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット

用空気圧縮機及びけん引車を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備

する。 

  燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温

度及び湿度が上昇した場合においても，冷却空気を供給し可搬型燃料貯蔵

プール等空間線量率計(線量率計)及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラを保護することで燃料貯蔵プール等の空間線量率の計測及び燃料貯蔵

プール等の状態監視を継続するため，可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷

ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷

ユニットＥ及びけん引車を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備す

る。 

監視設備の系統概要図を第38．３図に示す。 

  主要な設備は以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(超音波式)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(メジャー)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式)（第43条 計装設備） 
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 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計(サーミスタ)（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケースを含む）（第43条 計装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(サーベイメータ) （第43条 計

装設備） 

 ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計) （可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計用冷却ケースを含む）（第43条 計装設備） 

 ・可搬型計測ユニット（第43条 計装設備） 

 ・可搬型監視ユニット（第43条 計装設備） 

 ・可搬型計測ユニット用空気圧縮機（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＡ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＢ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＣ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＤ（第43条 計装設備） 

 ・可搬型空冷ユニットＥ（第43条 計装設備） 

 ・けん引車（第43条 計装設備） 

 

2.1.2.3.2 代替安全冷却水系 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)を外部保管エリ

アから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋まで運搬するため，運搬車を可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 
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 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・運搬車（第 35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防止のため

の設備） 

 

2.1.2.3.3 代替電源設備 

  監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)，可搬型計測ユニ

ット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニット

Ｂ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ及び可搬型空冷ユニッ

トＥの稼働に必要な電力を供給するため，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機（第42条 電源設備） 

 

2.1.2.3.4 代替所内電気設備 

  監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計(エアパージ式)，可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計(線量率計)，可搬型計測ユニ

ット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニット

Ｂ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ及び可搬型空冷ユニッ

トＥの稼働に必要な電力を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機から供給するため，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電

源ケーブルを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 
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  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル（第42条 電

源設備） 

 

2.1.2.3.5 補機駆動用燃料補給設備 

  監視設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車に必要な軽油を補給するため，軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置するとともに，軽油用

タンクローリを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

  主要な設備は，以下のとおりである。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

・第１軽油貯槽（第42条 電源設備） 

・第２軽油貯槽（第42条 電源設備） 

 (２) 可搬型重大事故等対処設備 

 ・軽油用タンクローリ（第42条 電源設備） 
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2.2 多様性，位置的分散  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」（第三十三条第１項第六号，

第２項，第３項第二号，第四号，第六号）に示す。  

 

2.2.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失

時，又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使

用する設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

重大事故等における条件に対して漏えい抑制設備及び臨

界防止設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対する健全性を

確保する設計とする。重大事故等時の環境条件に対する健

全性については，「 2.5 環境条件等」に記載する。  

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

代替注水設備は，補給水設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である補給

水設備のポンプとは異なる駆動方式である空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とすることで，補給水設備に

対して多様性を有する設計とする。  

代替注水設備は，補給水設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

63



散して保管することで位置的分散を図る。  

 

2.2.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用

する設備  

(ａ ) 常設重大事故等対処設備  

重大事故等における条件に対して臨界防止設備は，想定

される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重に対する健全性を確保する設計とす

る。重大事故等時の環境条件に対する健全性については，

「 2.5 環境条件等」に記載する。  

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

スプレイ設備は，補給水設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。  
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2.3 悪影響防止  

  基本方針については，「第 33 条  重大事故等対処設備」の

「 2.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等（第三十三条第１

項第六号，第２項，第３項第二号，第四号，第六号」に示

す。  

 

2.3.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失

時，又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使

用する設備  

(ａ ) 常設重大事故等対処設備  

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同様に重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

代替注水設備は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措
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置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。  

 

2.3.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用

する設備  

(ａ ) 常設重大事故等対処設備  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同様に重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

スプレイ設備は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措

置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.4 個数及び容量             

  基本方針については，「第 33 条  重大事故等対処設備」の

「 2.2 個数及び容量（第三十三条第１項第一号）」に示す。  

 

2.4.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失

時，又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用

する設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却

系の配管が破断した際に発生を想定するサイフォン効果を

停止するために必要な孔径を有する設計とする。  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同様に，臨界を防止するために必要な燃料間距離を

有する設計とする。  

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール

等へ注水するために必要な注水流量を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップを２台の合計

３台以上を確保する。  

代替注水設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却

機能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪

失に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。  
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2.4.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用

する設備  

(ａ ) 常設重大事故等対処設備  

臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場

合と同様に，臨界を防止するために必要な燃料間距離を有す

る設計とする。  

(ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

スプレイ設備のスプレイヘッダは，燃料貯蔵プール等へ水

をスプレイするために，注水設備の大型移送ポンプ車からの

送水により必要なスプレイ流量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として 12 基，予備として故障時のバッ

クアップを 12 基の合計 24 基以上を確保する。  
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2.5 環境条件等  

  基本方針については，「第 33条 重大事故等対処設備」の「2.3 環境

条件等（第三十三条第１項第二号，第七号，第３項第三号，第四号）」に

示す。 

 

2.5.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失時，又は燃料

貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用する設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

漏えい抑制設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮しても機能を

損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる漏えい抑制設備は，

「第 33条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。 

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮しても機能を

損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる臨界防止設備は，

「第 33条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 
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臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替注水設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮しても機能を損

なわない設計とする。 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設

備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替注水設備は，「第

33条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，積雪及び火山の影響に対し

て，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積

載荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない屋外で使用可能な設計とする。 

 

2.5.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用する設備 

(ａ)  常設重大事故等対処設備 

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮しても機能を
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損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる臨界防止設備は，

「第 33条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

スプレイ設備は，耐熱性及び耐水性を有する材質とすることで，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮しても機能を損

なわない設計とする。 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水の影響に対してアルミ

ニウム合金を使用する設計とする。 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す

るコンテナに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いるスプレイ設備は，「第

33条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。 

屋外の保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，コンテナ等

に収納して保管し，積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪

する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰
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する手順を整備する。 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がないように，当該設備の設置後は，

線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な注水設備の大型移送

ポンプ車の操作により水のスプレイが可能な設計とする。 
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2.6 操作性の確保   

  基本方針については，「第 33 条  重大事故等対処設備」の

「 2.4 操作性及び試験・検査性（第三十三条第１項第三号，

第四号，第五号，第３項第一号，第五号」に示す。  

 

2.6.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失

時，又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用

する設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

漏えい抑制設備及び臨界防止設備は，操作を要しない。  

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

代替注水設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現

場での接続ができるよう，ホースは口径並びに内部流体の

圧力及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方式を用いる設

計とする。  

 

2.6.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用

する設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

臨界防止設備は，操作を要しない。  

 (ｂ ) 可搬型重大事故等対処設備  

スプレイ設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現

場での接続ができるよう，ホースは口径並びに内部流体の

圧力及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方式を用いる設

計とする。  
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2.7 試験・検査  

  基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の

「 2.4 操作性及び試験・検査性（第三十三条第１項第三号，

第四号，第五号，第３項第一号，第五号）」に示す。  

 

2.7.1 燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失

時，又は燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用

する設備  

  代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，再処理施設の運

転中又は停止中に外観確認，性能確認及び分解点検が可能な

設計とする。  

漏えい抑制設備及び臨界防止設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検が可能な設計とする。  

 

2.7.2 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用

する設備  

  スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検が可能な設計とする。  

  臨界防止設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検が可能な設計とする。  
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3．  主要設備及び仕様  

  燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備を第 38． 1 表に示

す。
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第38． 1表 燃料貯蔵プール等の冷却等の対処に用いる主要設備の仕様 

 

1. 燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の喪失時，又は

燃料貯蔵プール等の小規模漏えい発生時に使用する設備  

 

 (１) 燃料貯蔵プール等への注水に使用する設備  

 ａ．代替注水設備  

 (ａ ) 可搬型重大事故等対処設備  

  ・可搬型中型移送ポンプ  

  ・可搬型建屋外ホース  

  ・可搬型建屋内ホース  

 ｂ．代替安全冷却水系  

 (ａ ) 可搬型重大事故等対処設備  

  ・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の

防止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

  ・ホース展張車  

    第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の

防止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

  ・運搬車  

    第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の

防止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｃ．水供給設備  

    第 41．１表  重大事故等への対処に必要となる水の供

給設備の主要設備の仕様に記載する。  
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 ｄ．補機駆動用燃料補給設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｅ．計装設備  

    第 43．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 

 (２) 燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するための設

備  

 ａ．漏えい抑制設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

  ・サイフォンブレーカ  

  ・止水板及び蓋（設計基準対象の施設と兼用）  

 

 (３) 燃料貯蔵プール等において臨界を防止するための設備  

 ａ．臨界防止設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

  ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用）  

  ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用）  

  ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用）  

  ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設

と兼用）  

 

 (４) 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備  

 ａ．計装設備  

 (ａ ) 可搬型重大事故等対処設備  

    第 43．１表  計装設備の主要設備の仕様に記載する。  
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 ｂ．代替安全冷却水系  

    第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の

防止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｃ．代替電源設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

ｄ．代替所内電気設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｅ．補機駆動用燃料補給設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 

2. 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時に使用す

る設備  

 (１) 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備  

 ａ．スプレイ設備  

 (ａ ) 可搬型重大事故等対処設備  

  ・可搬型建屋内ホース  

  ・可搬型スプレイヘッダ  

 ｂ．注水設備  

 (ａ ) 可搬型重大事故等対処設備  

  ・大型移送ポンプ車  

    第 40．１表  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備の主要設備の仕様に記載する。  

  ・可搬型建屋外ホース  

    第 40．１表  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備の主要設備の仕様に記載する。  
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 ｃ．代替安全冷却水系  

 (ａ ) 可搬型重大事故等対処設備  

  ・ホース展張車  

    第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防

止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

  ・運搬車  

    第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の防

止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｄ．水供給設備  

    第 41．１表  重大事故等への対処に必要となる水の供

給設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｅ．補機駆動用燃料補給設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｆ．計装設備  

    第 43．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 

 (２) 燃料貯蔵プール等において臨界を防止するための設備  

 ａ．臨界防止設備  

 (ａ ) 常設重大事故等対処設備  

  ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用）  

  ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用）  

  ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用）  

  ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼

用）  
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 (３) 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備  

 ａ．計装設備  

    第 43．１表  計装設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｂ．代替安全冷却水系  

    第 35．１表  冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生の

防止のための設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｃ．代替電源設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

ｄ．代替所内電気設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  

 ｅ．補機駆動用燃料補給設備  

    第 42．１表  電源設備の主要設備の仕様に記載する。  
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※１：第 43 条  計装設備  

※２：第 41 条  重大事故等 への対処 に必要と なる水の 供給設備  

 

 

第 38．１図  代替注水設備による注水  系統概要図  
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※１：第 43 条  計装設備  

※２：第 41 条  重大事故等 への対処 に必要と なる水の 供給設備  

※３：第 40 条  工場等外へ の放射性 物質等の 放出を抑 制するた めの設備  

 

第 38．２図  スプレイ設備による水のスプレイ  系統概要図  
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※１：第 43 条  計装設備  

※２：第 42 条  電源設備の 代替電源 設備  

※３：第 42 条  電源設備の 代替所内 電気設備  

 

第 38．３図  燃料貯蔵プール等の監視  系統概要図  

83



再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料リスト 令和2年４月28日　R8

(1/1)

注）10/11付で提出した資料は8月付で提出した資料と同一のものであるが、資料Ｎｏ.を変更したことからRev.0とした。

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料2-1 SA設備基準適合性 一覧表 4/28 3 別紙-1　SA設備基準適合性 一覧表

補足説明資料2-2 配置図 4/28 3 別紙-2　配置図

補足説明資料2-3 系統図 4/28 2

補足説明資料2-4 その他設備 4/28 4

補足説明資料2-5 保管場所図 4/28 1 別紙-3　保管場所図

補足説明資料2-6 アクセスルート図 4/28 1 別紙-4　アクセスルート図

補足説明資料2-7 スプレイ設備について 12/18 0

補足説明資料2-8 計装設備の測定原理 4/28 2 別紙-6　計装設備の測定原理

補足説明資料2-9 燃料貯蔵プールサイフォンブレーカの健全性について 4/28 3 別紙-5　使用済燃料貯蔵プールサイフォンブレーカの健全性について

補足説明資料2-10 燃料貯蔵プール等の未臨界性評価 - - 欠番　有効性評価へ添付

補足説明資料2-11 監視カメラによる燃料貯蔵プール等の監視範囲について - - 欠番　計装設備へ添付

補足説明資料2-12 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における線量評価について - - 欠番　有効性評価へ添付

補足説明資料2-13 プール水の漏えい緩和手段について 4/13 2

補足説明資料2-14 主要設備の試験・検査 4/13 1

第38条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料
備考（8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

84



 
令和２年４月 28日 Ｒ３ 

 

 
 
 
 
 
 
 

補足説明資料２－１（第 38 条） 
 
  

85



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ＳＡ設備基準適合性一覧表 
  

86



　SA設備基準適合性　一覧表

38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷

(１)　代替注水設備 (１)　代替注水設備 (１)　代替注水設備 (２)　漏えい抑制設備 (２)　漏えい抑制設備 (４)　臨界防止設備 (４)　臨界防止設備 (４)　臨界防止設備
ａ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備
(ａ)　可搬型建屋内ホース (ｂ)　可搬型中型移送ポンプ (ｃ)　可搬型建屋外ホース (ａ)　サイフォンブレーカ (ｂ)　止水板及び蓋 (ａ)　燃料仮置きラック (ａ)　燃料仮置きラック (ｂ)　燃料貯蔵ラック
- - - - - 燃焼度計測前燃料仮置きラック 燃焼度計測後燃料仮置きラック 低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック

種　　類　　　呼称150，20ｍ／本 - 種　　類　　　呼称150，20ｍ／本 - 種　　類　　　たて置きラック式 種　　類　　　たて置きラック式 種　　類　　　たて置きラック式
数　　量　　　8本（うち4本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　３台（うち１台は故障時
バックアップ，１台は待機除外時バッ
クアップ）

数　　量　　　338本（うち169本は故障
時バックアップ）

数　　量　　　14個 基　　数　　　２（１基／系列×２系列） 基　　数　　　２（１基／系列×２系列） 基　　数　　　60

- 容　　量　　　240ｍ３／ｈ／台 - - - - - -

２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット 14個 1式 2基 2基 60基

－ 240ｍ３／ｈ／台 － － － － － －

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 屋外環境に対応 屋外環境に対応 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等

自然現象等 屋内のため該当しない 屋外環境に対応 屋外環境に対応 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※
2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷
の防止｣に基づき必要な措置を講じる。

溢水の影響を受けない 屋外のため該当しない 屋外のため該当しない
水中設置のため溢水の影響を受けな
い

溢水の影響を受けない
水中設置のため溢水の影響を受けな
い

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

操作環境 屋内 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作内容 操作不要 起動及び停止操作 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要

第４号 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

第５号 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

系統設計
他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

その他（飛散物）
保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない
回転体が飛散することを防ぐことで悪
影響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

第７号
平常時と同等
必要に応じ遮蔽の設置等

屋外 屋外

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度
建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

第１号

第２号

第３号
平常時と同等
必要に応じ遮蔽の設置等

屋外 屋外

設計基準対象の施設、常設重大事故等対処設備
と異なる場所への保管

補給水設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した保
管場所での保管

補給水設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した保
管場所での保管

補給水設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した保
管場所での保管

第５号 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び
火災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷
の防止｣に基づき必要な措置を講じる。

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

落雷 保管用コンテナに保管 屋外保管場所に保管 保管用コンテナに保管

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 除灰及び屋内へ移動 影響を受けない

2
-
1
-
1

外部保管エリアに２セットを保管 外部保管エリアに２セットを保管 外部保管エリアに２セットを保管

第
３
項

（
可
搬
型

）

保管
場所

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

33条適合性

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

設置場所（放射線影響の防止）

アクセスルート

第４号

第６号
悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

共通要
因故障
防止

第
２
項

(

常
設

)

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）
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SA設備基準適合性　一覧表

38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷 38条　燃料損傷

(４)　臨界防止設備 (４)　臨界防止設備 (４)　臨界防止設備 (４)　臨界防止設備 (４)　臨界防止設備 (３)　スプレイ設備 (３)　スプレイ設備 (３)　スプレイ設備 (３)　スプレイ設備
ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．常設重大事故等対処設備 ａ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．可搬型重大事故等対処設備 ａ．可搬型重大事故等対処設備
(ｂ)　燃料貯蔵ラック (ｂ)　燃料貯蔵ラック (ｂ)　燃料貯蔵ラック (ｃ)　バスケット (ｄ)　バスケット仮置き架台（実入り (ａ)　可搬型建屋内ホース (ｂ)　可搬型建屋内ホース (ｃ)　可搬型建屋内ホース (ｄ)　可搬型スプレイヘッダ
低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック － － 建屋内ホース 建屋内ホース 接続金具 -

種　　類　　　たて置きラック式 種　　類　　　たて置きラック式 種　　類　　　たて置きラック式 種　　類　　　水平挿入ラック式 種　　類　　　水平挿入ラック式 種　　類　　　呼称65，20ｍ／本 種　　類　　　呼称150，20ｍ／本 種　　類　　　四口分岐，呼び径150× 種　　類　　　自動旋回型（水圧）
基　　数　　　63 基　　数　　　2 基　　数　　　3 容　　量　　　バスケット15基 容　　量　　　バスケット15基 数　　量　　　76本（うち38本は故障時

バックアップ）
数　　量　　　56本（うち28本は故障時
バックアップ）

数　　量　　　６基（うち３基は故障時
バックアップ）

数　　量　　　24基（うち12基は故障時
バックアップ）

- - - - - - - -

63基 2基 3基 15基 15基 ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット ２（１）セット

－ － － － － － － － －

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 平常時と同等 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応 重大事故環境に対応

自然現象等 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない 屋内のため該当しない

地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火災※
2
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷
の防止｣に基づき必要な措置を講じる。

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

水中設置のため溢水の影響を受けな
い

溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない 溢水の影響を受けない

操作環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

操作内容 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 操作不要 手動操作

第４号 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照 「３３条　別紙－１」参照

第５号 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない 重大事故対処専用であり該当しない

系統設計

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等
対処設備として使用することにより悪
影響を及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより、他の設備に悪影響を
及ぼさない

その他（飛散物）
地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

地震起因重大事故機能維持設計とし
ており悪影響を及ぼさない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

保管時は固縛により悪影響を及ぼさ
ない

第７号
10mSv以下で作業管理
必要に応じ遮蔽の設置等

10mSv以下で作業管理
必要に応じ遮蔽の設置等

10mSv以下で作業管理
必要に応じ遮蔽の設置等

10mSv以下で作業管理
必要に応じ遮蔽の設置等

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び火
災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏えい源の耐震
性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷の防止｣に基づ
き必要な措置を講じる。

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

・地震起因重大事故機能維持設計と
しており、重大事故等の起因となる安
全機能と同時に機能喪失しない
・溢水の影響を受けない

落雷 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない 静的機器であり影響を受けない

降下火砕物による降灰濃度
建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

建屋内に設置される静的機器であり
影響を受けない

第１号

第２号

第３号
平常時と同等
必要に応じ遮蔽の設置等

平常時と同等
必要に応じ遮蔽の設置等

平常時と同等
必要に応じ遮蔽の設置等

平常時と同等
必要に応じ遮蔽の設置等

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管
補給水設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した保
管場所での保管

補給水設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した保
管場所での保管

補給水設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した保
管場所での保管

考慮する対象となる常設重大事故等
対処設備はない

第５号 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保 ２ルート確保

地震（地震随伴の溢水、化学薬品漏えい※1及び
火災※2）
※1：化学薬品漏えいに対しては、化学薬品の漏え
い源の耐震性により排除することとしている。
※2：火災に対しては、第29条｢火災等による損傷
の防止｣に基づき必要な措置を講じる。

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

保管時は固縛、溢水に対する防護を
して保管

落雷 保管用コンテナに保管 保管用コンテナに保管 保管用コンテナに保管 保管用コンテナに保管

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない 影響を受けない

悪
影
響

設置場所（放射線影響の防止）

第
２
項

(

常
設

)

共通要
因故障
防止

第
３
項

（
可
搬
型

）

常設との接続性

異なる複数の接続口の確保
（再処理施設の外から水等を供給するもの）

設置場所（放射線影響の防止）

第４号
保管
場所

故意による大型航空機の衝突に対する考慮

アクセスルート

第６号

共
通
要
因
故
障
防
止

2
-
1
-
2

33条適合性

第
３
３
条

第
１
項

（
共
通

）

第１号

個数
（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ
※待機除外時バックアップの個数は除く。

容量

第２号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第３号
操
作
性

試験・検査

切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合）

第６号

外部保管エリアに２セットを保管外部保管エリアに２セットを保管 外部保管エリアに２セットを保管 外部保管エリアに２セットを保管
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補足説明資料２－２（第 38 条） 
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配置図 
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凡例

：可搬型建屋内ホース（150A)

 
第１図 代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 
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凡例

：可搬型建屋内ホース（150A)

 
第２図 代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 
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凡例

　　　　：可搬型建屋内ホース（150A）
　　　　：可搬型建屋内ホース（65A）
　　　　：可搬型スプレイヘッダ
　　　　：分岐管（150A 1口→65A 4口）

 
第３図 スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 
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凡例

　　　　：可搬型建屋内ホース（150A）
　　　　：可搬型建屋内ホース（65A）
　　　　：可搬型スプレイヘッダ
　　　　：分岐管（150A 1口→65A 4口）

 
第４図 スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 
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指

指

モ

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（表示部）

指

モ 指

指

可搬型空冷ユニット等

 
第５図 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 

（水位計，温度計，状態監視カメラ及び空間線量率計） 
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指

指

モ

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（表示部）

指

指
モ

指

可搬型空冷ユニット等

 
第６図 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 

（水位計，温度計，状態監視カメラ及び空間線量率計） 
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指 電

可搬型空冷ユニット等

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）（表示部）

電 ：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
　可搬型発電機

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）

 
第７図 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 

（水位計（エアパージ式）） 
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指

電

可搬型空冷ユニット等

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）（表示部）

電 ：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
　可搬型発電機

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）

 
第８図 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 

（水位計（エアパージ式）） 
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冷 槽

電 圧

バ

可搬型空冷ユニット等

圧

槽

冷

電

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：冷却装置

：可搬型計測ユニット用空気圧縮機

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

：空気槽

バ ：バルブユニット

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース　及び
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース

 
第９図 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 

（可搬型空冷ユニット等） 
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冷 槽

電 圧

バ

可搬型空冷ユニット等

圧

槽

冷

電

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：冷却装置

：可搬型計測ユニット用空気圧縮機

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

：空気槽

バ ：バルブユニット

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース　及び
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース

 
第 10図 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 

（可搬型空冷ユニット等） 
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第 11図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の機器配置概要図（地下３階） 
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第 12図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の機器配置概要図（地下２階） 
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第 13図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の機器配置概要図（地下１階） 
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第 14図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の機器配置概要図（地上１階） 
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第 15図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の機器配置概要図（地上２階） 
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第 16図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の機器配置概要図（地上３階） 
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令和２年４月 28日 Ｒ２ 

 
 
 
 
 
 
 

補足説明資料２－３（第 38 条） 
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系統図 
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第１図 燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処するための設備の系統概要図（代替注水設備 ） 
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第２図 燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処するための設備の系統概要図（スプレイ設備） 
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第３図 燃料貯蔵プール等の監視（注水）に用いる設備の系統概要図 
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-
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第４図 燃料貯蔵プール等の監視（スプレイ）に用いる設備の系統概要図 
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補足説明資料２-４（第38条） 
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第1.5-５図 共通電源車を用いた冷却機能等の回復の手順の概要 

可搬型電源ケーブル敷設・接続

：操作・確認

：判断

：監視

：発生防止対策

：拡大防止対策

：異常な水準の放出防止対策

凡例

重大事故等への対処の移行判断※１

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設への給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋へのアクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料移送系統
※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホースを敷設・接続

共通電源車

運転状態確認

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設における各機器の引きロック
及び電源隔離

電源供給の判断

※１ 重大事故等への対処の移行判断
・全交流動力電源の喪失に伴う冷却機能及び注水機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合

※２

※３

6.9kV非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料移送系統Ａ系

現場確認結果

燃料移送系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設への給電成功判断 ※４

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の冷却機能等の回復操作

※４ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設への給電成功判断
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の母線電圧が約6,600Ｖであること
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の母線電圧低警報が回復したこと
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第1.5-６図 共通電源車による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の復旧 単線結線図 

6.9kV非常用メタクラA 6.9kV非常用メタクラB

非常用ディーゼル
発電機A

非常用ディーゼル
発電機B

6.9kV非常用メタクラE

460V非常用パワーセンタA 460V非常用パワーセンタB460V非常用パワーセンタE

電源車 電源車

460V非常用MCC-A2

105V非常用
UPS-A

105V非常用
UPD-A1

燃料貯蔵プール
水位（A系）

燃料貯蔵プール
温度（A系）

460V非常用MCC-B2

105V非常用
UPS-B

105V非常用
UPD-B1

燃料貯蔵プール
水位（B系）

燃料貯蔵プール
温度（B系）

460V非常用MCC-B1

105V非常用
ACS-B

105V非常用
ACD-B

エリア監視用
ITV

105V常用
UPS-N

105V常用
UPS-N1

燃料受入れ・貯蔵エリア周辺
エリアモニタ

蓄電池

蓄電池

蓄電池

460V非常用MCC-B4

燃料取扱工程監視制御盤１
延長ケーブル

安全冷却水系冷
却水循環ポンプB

安全冷却水系冷
却水循環ポンプA

補給水設備
ポンプB

安全冷却水系
冷却塔Bファン

安全冷却水系
冷却塔Bファン

460V非常用MCC-B3

安全冷却水系
冷却塔Bファン

460V非常用MCC-A1

安全冷却水系
冷却塔Aファン

補給水設備
ポンプA

安全冷却水系
冷却塔Aファン

460V非常用MCC-A3

安全冷却水系
冷却塔Aファン

プール水冷却系
ポンプA

プール水冷却系
ポンプB

　 　

　：主要な冷却・注水設備

　：監視設備
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第1.5-７図 共通電源車を用いた冷却機能及び注水機能の回復作業と所要時間 
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令和２年４月 28日 Ｒ１ 

 
 
 
 
 
 
 

補足説明資料２－５（第 38 条） 
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保管場所図 
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第１図 燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失の対処に必要な設備の保管場所図 

代替注水設備 
・可搬型中型移送ポンプ 
・可搬型建屋外ホース 
・可搬型建屋内ホース 
 
スプレイ設備 
・可搬型建屋内ホース 
・可搬型スプレイヘッダ 
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令和２年４月 28日 Ｒ１ 

 

 
 
 
 
 
 
 

補足説明資料２－６（第 38 条） 
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アクセスルート図 
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「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」のアクセスルート 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（南ルート）（地上１階） 
  

操作場所 
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「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」のアクセスルート 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（南ルート）（地上２階） 
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「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」のアクセスルート 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（北ルート）（地上１階） 
  

操作場所 
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「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」のアクセスルート 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（北ルート）（地上２階） 
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令和元年 12月 18日 Ｒ0 

 
 
 
 
 
 
 

補足説明資料２－７（第 38 条） 
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スプレイ設備について 
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スプレイ設備について  

 

想定事故２を超える事故で使用する可搬型スプレイヘッダは，

燃料貯蔵プール等へ水をスプレイするための台数を配備し，水の

スプレイに必要な流量について満足することを確認している。  

以上について詳細を次ページ以降に示す。  
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１．可搬型スプレイヘッダ放水試験による放水範囲の確認  

 可搬型スプレイヘッダにて放水試験を実施し，放水範囲の確認

を実施した。  

 

（１）水角度の設定範囲  

 可搬型スプレイヘッダの放水角度は，縦方向に 10°～ 45°の

任意の角度（仰角）に設定することが可能である。また，横方向

には，可搬型スプレイヘッダ内に水が流れることにより，±10°，

±15°，±20°の角度でノズルが旋回し，広範囲にスプレイする

ことが可能である。（旋回させないことも可能）  

 なお，ノズルの設定変更により，噴霧状態から直線状態まで放

水状態を変更することも可能である。  

 

（２）放水試験条件  

  ・可搬型スプレイヘッダ台数：１台  

  ・放水角度（仰角）： 30° 

  ・旋回角度：±20° 

  ・流量： 700Ｌ /ｍｉｎ（ 42ｍ ３ /ｈ）  

  ・放水圧： 0.4ＭＰａ  

  ・試験時間：１分間  

  ・直径約 21ｃｍのバケツを並べ，放水範囲を確認  
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 (３）放水試験結果  

上記放水試験条件での放水範囲は下図のとおり。  
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２．可搬型スプレイヘッダの設置台数について  

（１）使用済燃料受入れ・貯蔵建屋での放水範囲の確認  

 放水試験の結果をもとに，燃料貯蔵プール等に対し合計 12 台

の可搬型スプレイヘッダを下図の配置することで，燃料貯蔵プー

ル等に水をスプレイすることが可能である。  

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋での放水範囲図  
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３．スプレイの実現性について  

 重大事故対策のひとつであるスプレイ設備の有効性は，社外ス

プレイ試験結果で得られたスプレイ範囲に基づき，燃料貯蔵プー

ル等に水をスプレイ可能なスプレイヘッダ設置位置を現場及び

図面上で確認し，全ての燃料貯蔵プール等にスプレイ可能である

と評価している。図面上にてスプレイ設備の有効性は確認されて

いるが，屋外にて燃料貯蔵プールを模擬し実際に燃料貯蔵プール

等に水をスプレイできることの実証確認試験を実施した。  

 

（１）試験日  

  2015 年 2 月 26 日（天候：はれ，風向，風速：南東， 1.3ｍ /

ｓｅｃ）  

（２）実施場所  

  再処理施設構内（屋外）  

（３）試験条件  

  ・可搬型中型移送ポンプ：１台（定格 240ｍ ３ /ｈ）  

  ・可搬型スプレイヘッダ台数：３台  

  ・ホース本数：２本（ 150Ａホース），７本（ 65Ａホース）  

  ・放水量：約 126ｍ ３ /ｈ（ 700Ｌ /ｍｉｎ・台×３台）  

  ・燃料貯蔵プール１基を模擬（燃料貯蔵プール寸法：約 11.3

ｍ×約 26.5ｍ）  
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（４）試験結果  

 試験の結果，燃料貯蔵プール等に水をスプレイ可能であること

を確認した。  

 

 

 

スプレイ試験風景  

 

 

 

 

 

 

      

試験前  試験中  
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４．燃料貯蔵プール等への必要スプレイ流量について  

（１）評価の目的  

 想定事故２を超える事故において，燃料貯蔵プール等にある使

用済燃料の冷却に必要なスプレイ流量を算出する。  

 

（２）評価条件  

a. 燃料貯蔵プール等の水が流出して使用済燃料が全露出して

いる状態を想定する。  

b.崩壊熱をスプレイ水により冷却できるスプレイ流量を算出

する。  

c.スプレイ水の温度は高めに見積もっても 40℃程度であるが，

顕熱冷却による効果は考慮せずに飽和水（大気圧下）と仮定

する。  

d.想定する崩壊熱は，以下に示す使用済燃料条件に基づき，  

ＯＲＩＧＥＮコードを用いて算出。  
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使用済燃料条件（崩壊熱除去設計用燃料仕様）  

項目  ＢＷＲ燃 料  ＰＷＲ燃 料  

初期濃縮 度（ｗｔ ％）  4.0 4.5 

使用済燃 料集合体 燃焼度  
（ＭＷｄ /ｔ・Ｕ Ｐ ｒ ）  

45.000 

比出力（ ＭＷ /ｔ・ Ｕ Ｐ ｒ ）  26 38 

貯蔵量（ ｔ・Ｕ Ｐ ｒ ）  1.500 1.500 

燃料型式  ８×８型  17×17 型  

〔既に許可を受けている再処理事業指定申請書記載値〕  

 

（３）受入れ・貯蔵量の設定について  

 スプレイ設備の有効性評価で使用する使用済燃料は４年冷却

600ｔ・Ｕ Ｐ ｒ ， 12 年冷却 2， 400ｔ・Ｕ Ｐ ｒ とする。燃料貯蔵プ

ール等へのスプレイ流量の算出においては，各燃料貯蔵プールで

想定しうる最大の崩壊熱量を設定し，使用済燃料貯蔵量は下表の

とおりとする。  
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各プールでの貯蔵容量  

 
燃 料 貯 蔵 プ ー ル  
（ Ｂ Ｗ Ｒ 燃 料 ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル  
（ Ｐ Ｗ Ｒ 燃 料 ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル  
（ Ｂ Ｗ Ｒ 燃 料 及 び Ｐ Ｗ Ｒ

燃 料 ）  

貯蔵可能 な  
燃料種別  

ＢＷＲ燃 料  ＰＷＲ燃 料  ＢＷＲ燃 料  ＰＷＲ燃 料  

貯蔵容量  
（ｔ・Ｕ Ｐｒ ）  

1,000 1,000 500 500 

 

 

スプレイ流量の算出に用いる各燃料貯蔵プールでの  

使用済燃料貯蔵量  

 
燃 料 貯 蔵 プ ー ル  

（ Ｂ Ｗ Ｒ 燃 料 ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル  

（ Ｐ Ｗ Ｒ 燃 料 ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル  

（ Ｂ Ｗ Ｒ 燃 料 及 び Ｐ Ｗ

Ｒ 燃 料 ）  

燃 料 種 別  Ｂ Ｗ Ｒ 燃 料  Ｐ Ｗ Ｒ 燃 料  
Ｂ Ｗ Ｒ  

燃 料  

Ｐ Ｗ Ｒ  

燃 料  

冷 却 年 数  

（ 年 ）  

４  600 600 100 500 

12 400 400 400 0 

合 計  1,000 1,000 1,000 
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使用済燃料の崩壊熱分布（燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用））  

冷却期間（年） 

ＢＷＲ燃料 

総崩壊熱（ｋＷ） 崩壊熱 

（Ｗ/ｔ・Ｕ Ｐｒ ） 

貯蔵量 

（ｔ・Ｕ Ｐｒ ） 

４ 2927.23 600 
2,360 

12 1487.54 400 

 

使用済燃料の崩壊熱分布（燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用））  

冷却期間（年） 

ＰＷＲ燃料 

総崩壊熱（ｋＷ） 崩壊熱 

（Ｗ/ｔ・ＵＰｒ） 
貯蔵量（ｔ・Ｕ Ｐｒ ） 

４ 3102.10 600 
2,450 

12 1470.82 400 

 

使用済燃料の崩壊熱分布  

（燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用））  

冷却期間（年） 

ＢＷＲ燃料 ＰＷＲ燃料 

総崩壊熱 

（ｋＷ） 

崩壊熱 

（Ｗ/ｔ・ＵＰｒ

） 

貯蔵量 

（ｔ・ＵＰｒ） 

崩壊熱 

（Ｗ/ｔ・ＵＰｒ

） 

貯蔵量 

（ｔ・ＵＰｒ） 

４ 2927.23 100 3102.10 500 
2,440 

12 1470.82 400 1470.82 0 
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（４）評価式  

 各燃料貯蔵プールに対し必要なスプレイ量は下式により算出

するものとし，蒸発潜熱を考慮した流量とする。  

 

    ⊿Ｖ /⊿ｔ  ：必要なスプレイ流量 (ｍ ３ /ｈ ) 

    Ｑ  ：前頁参照  

    ρ（飽和水密度）  ： 958（ｋｇ /ｍ ３ ）※２  

    ｈｆｇ（飽和水蒸発潜熱）  ： 2,257（ｋＪ /ｋｇ）※３  

※１：（ρ×⊿Ｖ）（ｋｇ）の飽和水が蒸気に変わるための熱量は

ｈｆｇ×（  ρ×⊿Ｖ）（ｋＪ）で，各燃料貯蔵プールの使用

済燃料の⊿ｔ時間あたりの崩壊熱量Ｑ⊿ｔに等しい。  

保有水はより厳しい条件となるように大気圧下での飽和水

（ 100℃）として評価している。  

※２：物性値の出典：国立天文台編「理科年表  2002」  

※３：物性値の出典：「蒸気表  1980」  

  

ρ （ ｋ ｇ /ｍ ３ ） ×ｈ ｆ ｇ （ ｋ Ｊ /ｋ ｇ ）  
⊿ Ｖ /⊿ ｔ （ ｍ ３ /ｈ ） ＝  

Ｑ [ｋ Ｗ ]×3,600 ※ １  
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（５）必要なスプレイ流量の評価結果  

 評価式に基づき，使用済燃料の崩壊熱除去に必要なスプレイ流

量を評価した結果，下表のとおり，各燃料貯蔵プールにおいて約

４ (ｍ ３ /ｈ )となる。可搬型スプレイヘッダによる燃料貯蔵プー

ル１基あたりのスプレイ流量は約 126ｍ ３ ／ｈであり，水のスプ

レイにより冷却可能である。また，NEI06－ 12 において求められ

ている燃料貯蔵プールへのスプレイ流量である 200gpm（約 45.4

ｍ ３ ／ｈ）を上回る流量となっている。  

 なお，ピットについては燃料貯蔵プールに比べ設備容量が小さ

く崩壊熱量は低くなるが，より厳しい条件となるように燃料貯蔵

プールと同程度のスプレイ流量とする。  

 

必要なスプレイ流量  

 

燃料貯蔵プ

ール（ＢＷＲ

燃料用） 

燃料貯蔵プ

ール（ＰＷＲ

燃料用） 

燃料貯蔵プ

ール（ＢＷＲ

燃料用及び

ＰＷＲ燃料

用） 

燃料仮置き

ピットＡ 

燃料仮置き

ピットＢ 

燃料送出し

ピット 

崩壊熱 
2,360 

（ｋＷ） 

2,450 

（ｋＷ） 

2,440 

（ｋＷ） 
－ － － 

必要なスプ

レイ流量 

約 4.0 

（ｍ３/ｈ） 

約 4.1 

（ｍ３/ｈ） 

約 4.1 

（ｍ３/ｈ） 

約 4.0 

（ｍ３/ｈ） 

約 4.0 

（ｍ３/ｈ） 

約 4.0 

（ｍ３/ｈ） 

供給するス

プレイ流量 

約 126 

（ｍ３/ｈ） 

約 126 

（ｍ３/ｈ） 

約 126 

（ｍ３/ｈ） 

約 42 

（ｍ３/ｈ） 

約 42 

（ｍ３/ｈ） 

約 42 

（ｍ３/ｈ） 

 

 想定事故２を超える事故に対して，燃料貯蔵プール等の水が流

出して使用済燃料が全露出している状態を想定した場合，使用済

燃料の崩壊熱除去に必要なスプレイ流量は合計で約 25ｍ ３ /ｈと

なる。大型移送ポンプ車によるスプレイ容量は約 510ｍ ３ /ｈで

あることから，崩壊熱除去に必要なスプレイ流量を十分に上回る。 
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補足説明資料２－８（第 38 条） 
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計装設備の測定原理 
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１．燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

燃料貯蔵プール等水位 

計測方式 超音波式 

計測タイミング：初動対応および対策作業

時 

①初動対応における現場確認時 

②携行による水位の継続監視 

－ 

測定原理 

超音波の反射時間を測定すること

により測定器と液面の距離を測定

する 

計測範囲 ０～11.5ｍ 

計器精度 
約（±0.5％＋１ｄｉｇ） ｏｆ 

ＲＤ 

計測方式 メジャー 
計測タイミング：初動対応および対策作業

時 

①初動対応における現場確認時 

②携行による水位の継続監視 

－ 
測定原理 

長さを記した目盛により液位を測

定する 

計測範囲 ０～２ｍ 

計器精度 ＪＩＳ１級 

計測方式 電波式 

計測タイミング：対策作業時 

①水位の継続監視 
○ 

測定原理 

電波の反射時間を測定することに

より測定器と液面の距離を測定す

る 

計測範囲 ０～11.5ｍ 

計器精度 約±20ｍｍ 
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（つづき） 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

燃料貯蔵等プール水位 

計測方式 エアパージ式 

計測タイミング：対策作業時 

①水位の継続監視 
○ 

測定原理 
液浸配管をエアパージしたときの

圧力により液位を測定する 

計測範囲 ０～11.5ｍ 

計器精度 約±１％Ｆ．Ｓ 

燃料貯蔵等プール温度 

計測方式 サーミスタ 
計測タイミング：初動対応および対策作業

時 

①初動対応における現場確認時 

②携行による水温の継続監視 

－ 
測定原理 

サーミスタの電気抵抗により温度

を測定する 

計測範囲 ０～100℃ 

計器精度 約±１℃ 

計測方式 測温抵抗体 

計測タイミング：対策作業時 

①水温の継続監視 
○ 

測定原理 
金属の電気抵抗の測定により温度

を測定する 

計測範囲 ０～100℃ 

計器精度 約±２℃ 

代替注水設備流量 

計測方式 電磁式 

計測タイミング：対策作業時 

①燃料貯蔵プール等への注水作業時 
○ 

測定原理 
磁界中を流れる導電性流体の誘導

起電力により流量を測定する 

計測範囲 ０～240ｍ3 /h 

計器精度 約±１％ ｏｆ ＲＤ 
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（つづき） 

把握情報 計器仕様 計測タイミング 伝送可否 

スプレイ設備流量 

計測方式 電磁式 

計測タイミング：対策作業時 

①燃料貯蔵プール等へのスプレイ開始

時 

○ 
測定原理 

磁界中を流れる導電性流体の誘導

起電力により流量を測定する 

計測範囲 ０～114ｍ3 /h 

計器精度 約±１％ ｏｆ ＲＤ 

伝送可否 

○：伝送可能な計測機器  －：伝送しない情報 
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補足説明資料２－９（第 38 条） 
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サイフォンブレーカの健全性について 
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サイフォンブレーカの健全性について 

 

 想定事故２（サイフォン 効果等 により燃料貯蔵プール等内の水の小

規模な喪失が発生し、燃料貯蔵プール等の水位が低下する事故）では、プ

ール水冷却系戻り配管に設置する計画であるサイフォンブレーカの機能

を期待している。 

 

１．サイフォンブレーカ仕様 

 想定事故２において発生を想定しているサイフォン 効果 を防止するた

め、サイフォン 効果 を引き起こす可能性のある配管 14箇所にサイフォン

ブレーカを設置する。サイフォンブレーカの仕様は以下のとおりである。

配管の口径によって孔の口径は異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象配管 
サイフォンブレーカの 

最大口径※ 

300Ａ φ20ｍｍ 

80Ａ φ19ｍｍ 

50Ａ φ12ｍｍ 

 

２．サイフォンブレーカ設置箇所 

 サイフォンブレーカは、プール水冷却系配管の戻りの配管に設置する

「孔」であり、下記のとおり閉塞等による機能喪失は発生しないと考えら

れる。 

通常水位 

Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ 55.00

ｍ 
サイフォンブレーカ設置高さ 

Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ 54.55ｍ 

サイフォンブレーカ 

プール水冷却系戻り配管 

※最大口径は、施工公差を見込んだ

最大値となる。 
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３．地震による影響 

 サイフォンブレーカが取り付けられているプール水冷却系配管の戻り

の配管は十分な耐震性を有しており、地震による影響はない。 

 

４．人的過誤による影響 

 サイフォンブレーカの構成機器はプール水冷却系配管の戻りの配管に

設置する「孔」のみであり、弁等は設置しないことから、人的過誤や故障

によりその機能を喪失することはない。サイフォン 効果 により漏えいが

発生した場合にも、運転員等による操作は不要であり、燃料貯蔵プール等

の水位がサイフォンブレーカ開口部高さまで低下すればその効果を発揮

する。 

 

５．異物による閉塞 

 サイフォンブレーカの異物による閉塞の原因として、プール水面の浮遊

物やプールへの異物の落下が考えられるものの、社内ルールに基づき、異

物の発生、混入を防止するための管理を適切に実施している。このため、

異物によりサイフォンブレーカが閉塞することはない。 

 

６．落下物による影響 

 サイフォンブレーカは燃料貯蔵プール等の高さ方向に垂直に配置され

たプール水冷却系配管の戻りの配管の一部に設置する「孔」であることか

ら、燃料貯蔵プール上部や周辺からの落下物が直接、接触し、閉塞する可

能性は極めて小さい。 

 万一、落下物により曲げ変形が生じた場合についても、一定の剛性を有

する鋼管に曲げ変形が生じる場合、断面は楕円形状を保持したまま変形す

るため、極端に座屈変形して流路が完全に閉塞することはないと考える。

空気の通り道があればサイフォンブレーカは機能する。 

 

７．通水状況の確認 

 上記のとおりサイフォンブレーカは閉塞することはないと考えられる

が、社内ルールに基づき、通常運転時においても原則として１回／日、通

水状態にあることを確認する。 
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サイフォンブレーカ設置箇所概要図 

燃料送出しピット 
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補足説明資料２－13（第 38 条） 
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プール水の漏えい緩和手段について  
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プール水の漏えい緩和手段について  

 

燃料貯蔵プール等からのプール水漏えい緩和手段として，あ

らかじめ資機材を準備し，漏えいを緩和する手順を整備する。  

 止水材による漏えい緩和手段を以下に示す。  

 

１． その他設備（資機材） による漏えい緩和  

漏えい箇所が目視により確認でき，かつ燃料貯蔵プール等上

部からアクセス可能な場合は， 止水材（ステンレス鋼板，ロー

プ等） により損傷箇所を塞ぎ漏えいを緩和する。  

 

 

 

 

２．ウエス等の投入による漏えい緩和  

漏えい箇所が目視により確認できない場合には，ウエス等を

燃料貯蔵プール等に投入し，漏えい箇所へ流入させることによ

り，損傷箇所を塞ぎ漏えいを緩和する。  
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補足説明資料2－14 主要設備の試験・検査 

（１）代替注水設備 

 ａ．可搬型中型移送ポンプの試験検査 
再処理施設

の状態 項目 内容 

運転中又は

停止中 

分解点検 

外観確認 

分解して状態確認後，消耗品を交換す

る。組み立て後，異常なく動作するこ

とを確認する。 
外観上，異常が無いことを確認する。 

機能性能試験 

可搬型中型移送ポンプの試験系統を

構成するポンプ及びホースに漏えい

がないことを確認する。 

ポンプ運転性能を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 可搬型中型移送ポンプの試験系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図は第１貯水槽を使用した可搬型中型移送ポンプの機能性能検査系統を示す。 
機能性能検査は，可搬型中型移送ポンプを第１貯水槽の近傍に設置し，ホース等により仮設の試験

設備を構成し，第１貯水槽を水源とした循環運転によりポンプの運転性能，系統の漏えい確認を実

施する。 
仮設の試験設備であるため，第１貯水槽以外の水源でも試験可能である。 

可搬型中型移送ポンプ 

 

F 

P 

 

試験設備 

 

凡例 

 

機能性能検査系統 

 

試験系統範囲 
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 ｂ．可搬型建屋外ホースの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常が無いことを確認

する。 

 ｃ．可搬型建屋内ホースの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常が無いことを確認

する。 

 

（２）漏えい抑制設備 

 ａ．サイフォンブレーカの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

外観上，異常が無いこと（目視

によりサイフォンブレーカが閉

塞していないこと）を確認する。 

 ｂ．止水板及び蓋の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常が無いことを確認

する。 
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（３）スプレイ設備

ａ．大型移送ポンプ車の試験検査

再処理施設

の状態
項目 内容

運転中又は

停止中

分解点検 

外観確認

分解して状態確認後，消耗品を交換す

る。組み立て後，異常なく動作するこ

とを確認する。

外観上，異常が無いことを確認す

る。

車両検査
車両について，走行できることを確

認する。

機能性能試験

大型移送ポンプ車の試験系統を構

成するポンプ及びホースに漏えい

がないことを確認する。 

ポンプ運転性能を確認する。

図２ 大型移送ポンプ車の試験系統図

 

 

 

図は第１貯水槽を使用した大型移送ポンプ車の機能・性能検査系統を示す。

機能・性能検査は，大型移送ポンプ車を第１貯水槽の近傍に設置し，ホース等により仮設の試験

設備を構成し，第１貯水槽を水源とした循環運転によりポンプの運転性能，系統の漏えい確認を

実施する。

仮設の試験設備であるため，第１貯水槽以外の水源でも試験可能である。

大型移送ポンプ車

F 

P 

試験設備凡例 機能性能検査系統 試験系統範囲
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ｂ．可搬型建屋外ホースの試験検査

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常が無いことを確認

する。 

ｃ．可搬型建屋内ホースの試験検査

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常が無いことを確認

する。 

ｄ．可搬型スプレイヘッダの試験検査

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常が無いことを確認

する。 

（４）臨界防止設備

燃料仮置きラック，燃料貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き

架台の試験検査

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 

外観上，異常が無いこと（目視

により機能に影響を及ぼすおそ

れのある変形等がないこと）を

確認する。 
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